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 平成２4 年（２０１2 年）2 月 1 日 

  建 設 委 員 会 資 料 

  都 市 基 盤 部 交 通 対 策 担 当 

 

 

第９次中野区交通安全計画(案)について 

 

１ 計画策定の趣旨・経過 

 中野区交通安全計画は、区の交通安全対策の総合的な推進を図るため、中野区の陸上

交通の安全に関する諸施策を定めるものであり、交通安全対策基本法に基づき、昭和 46

年以降、５年ごとに８次にわたって作成し、中野区及び関係行政機関等が各種の施策を

実施してきている。 

 今回、国の第９次交通安全基本計画、都の第９次東京都交通安全計画の策定を受け、

第９次中野区交通安全計画(案)を策定した。策定にあたっては、中野区交通安全対策協

議会・同幹事会のメンバーである中野・野方両警察署、東京都第三建設事務所及び区関

係分野の協力の下、計画(案)を取りまとめた。 

 

２ 計画(案)の概要 

 (1)計画年度 ２０１１（平成２３）年度～２０１５（平成２７）年度 

 

(2)重点施策 

中野区の交通事故実態を分析し、以下の重点施策を定めた。 

  ① 高齢者の交通安全の確保 

    中野区においても急速な高齢社会を迎え、今後も高齢者の交通事故の増大が予想

されることから重点施策とした。 

 ② 自転車の安全利用の推進 

    自転車事故についても毎年約４００件３００人以上の負傷者がでており、近年区 

民から無灯火や自転車の危険走行などに対するマナー向上啓発や駅周辺などの放置 

自転車対策の意見が多数寄せられていることから重点施策とした。 

③ 二輪車事故等の防止 

    区内では、過去５年間に二輪車事故で７名が亡くなり、毎年１５０人以上の負傷 

者が出ていることから重点施策とした。 

④ 飲酒運転の根絶 

    危険運転致死傷罪の創設や行政処分の強化などの厳罰化の対策により、件数自体 

は減少してきたが、飲酒運転による悲惨な交通事故が絶えないことから重点施策と 

した。 

 

(3)目標 

① 区内の年間交通事故件数７３０件以下（第８次の目標は 1,460 件） 

②   〃  高齢者交通事故死傷者数７０人以下（  〃  100人） 
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３ 今後の予定 

(1)パブリック・コメント実施         平成２４年２月８日～２月２９日 

(2)議会報告                  平成２４年３月１３日～３月１５日 

(3)中野区交通安全対策協議会で承認      平成２４年３月２１日 

(4)計画決定                 平成２４年３月下旬  

(5)区報・ホームページで周知         平成２４年４月 




























































































